
整形外科における 12歳以下の患者さんの手術対応について 

 

平素より当院の診療活動に対し、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当院は、諸般の事情により 2026年 3月 31日をもちまして小児科の診療を終了いたしました。これまで小児

科をご利用いただきました皆様には、改めて心より御礼申し上げます。 

小児科の閉科に伴い、整形外科における 12歳以下の患者さんの診療体制につきまして、今後の安全な医

療提供を考慮した結果、一部制限を行わせていただくこととなりました。 

現状の対応につきましては、以下の通りとさせていただきます。皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたします

が、何卒ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。 

 

記 

整形外科の手術対応について 

・13歳以上の患者さんは、これまで通り受診が可能です。 

・12歳以下の患者さんは、基本的に診療いたしますが、手術が必要と思われる治療につきましては、   

大変恐れ入りますが対応が困難となります。何卒ご了承ください。 

現在通院されている皆様、ならびに地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございま

せん。今後とも渕野辺総合病院を何卒よろしくお願い致します。 
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